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発 表 資 料                          令和元年６月 

国 税 庁 
 

 

 

 

 

査察制度は、悪質な脱税者に対して刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、

適正・公平な課税の実現と申告納税制度の維持に資することを目的としています。 

国税査察官は、近年における経済取引の広域化、国際化及びＩＣＴ化等による脱税の

手段・方法の複雑・巧妙化など、経済社会情勢の変化に的確に対応し、悪質な脱税者に

対して厳正な調査を実施しています。 
 
 

１ 査察調査の概要  
 
 

【平成 30年度の取組】 

○ 査察事案 121件を告発 

  平成 30年度は、免税店（輸出物品販売場）制度を悪用した消費税受還付事案、

太陽光発電設備の取得を装った消費税受還付事案、他人名義を使用したＦＸ取引

利益の無申告ほ脱事案、外国法人を利用した国際事案など、計 121件を告発。 

 

○ 重点事案を多数告発、特に消費税受還付事案は 16件を告発（注） 

  消費税受還付事案 16件、無申告ほ脱事案 18件、国際事案 20件を告発。 

  消費税受還付事案は、国庫金の詐取ともいえ悪質性が高いが、過去５年間で最

も多い 16 件を告発。うち、平成 23 年に創設された未遂犯も過去最多の８件を告

発。 

  無申告ほ脱事案は、申告納税制度の根幹を揺るがすものであり、平成 23年に創

設された単純無申告ほ脱犯も含め、18件を告発。 

  （注）重点事案とは、消費税受還付事案、無申告ほ脱事案、国際事案及びその他社会的波及

効果が高いと見込まれる事案をいう。 

 

○ 脱税総額（告発分）は 112億円 

  平成 30年度の査察事案に係る脱税額（告発分）は 112億円。 

 

【平成 30年度中の判決状況】 

○ 122件の一審判決全てに有罪判決が言い渡され、７人に実刑判決 

   最も重い実刑判決は、査察事件単独に係るものでは懲役４年６月。 

 

 

  

平成 30 年度  査察の概要 



 
- 2 - 

 

２ 重点事案への取組  
 

  平成 30年度においては、現下の経済社会情勢を踏まえて、特に、消費税受還付事案、

無申告ほ脱事案、国際事案、市場が拡大する分野における事案などの社会的波及効果の

高いと見込まれる事案を重点事案として積極的に取り組みました。 

 

 ⑴ 消費税受還付事案 

   消費税の輸出免税制度などを利用した消費税受還付事案は、いわば国庫金の詐取と

もいえる悪質性の高い事案です。平成 30 年度は 16 件と過去５年間で最も多くの告

発を行いました。 

  （注）１ 告発件数欄の内書は、ほ脱犯との併合事案の件数である。 

     ２ 不正還付額は、未遂の還付額を含む（加算税を除く）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 
平成 

２６ 

 

２７ 

 

２８ 

 

２９ 
 

３０ 

告発件数  
内３   件 

５ 

内２   件 

６ 

内５   件 

１１ 

内９   件 

１２ 

内５   件 

１６ 

不正還付額 
百万円 

９７ 

百万円 

４１６ 

百万円 

７４８ 

百万円 

５４０ 

百万円 

１，９０９ 

トピック１ 免税店（輸出物品販売場）制度を悪用した不正受還付事案を告発 

近年の訪日外国人旅行者（インバウンド）の増加や免税店（輸出物品販売場）の増

加を背景に、免税店における輸出免税制度を悪用して不正に消費税の還付を受けよ

うとした者を告発しました。 

 

【事例】 

Ａ社は、高額な腕時計の仕入れを装い架空仕入（課税取引）を計上するとともに、

その商品を輸出物品販売場の許可を受けた免税店で外国人旅行者に販売したように

装い架空売上（免税取引）を計上する方法により、多額の消費税還付金額を記載した

内容虚偽の消費税の確定申告を行い、不正に消費税の還付を受けようとしました。 

トピック２ 太陽光発電施設の取得を装った不正受還付事案を告発 

太陽光発電施設を運営し、発電した電気を再生可能エネルギー固定価格買取制度

に基づき販売していた事業者による消費税の不正受還付事案を告発しました。 

 

【事例】 

Ｂ社は、太陽光発電施設を実際には取得していないにもかかわらず、これを取得

したように装い架空仕入（課税取引）を計上する方法により、消費税の控除対象仕入

税額を過大に計上した内容虚偽の消費税の確定申告を行い、不正に消費税の還付を

受けていました。 
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トピック３ 過去最多・最高額の消費税不正受還付の「未遂犯」を告発 

平成 23 年に創設された消費税不正受還付の未遂犯は、平成 26 年度に初めて告発

し、平成 30年度においては、過去から最も多い８件、不正還付（未遂）総額 15億円

余りを告発しました。 

 

【消費税の不正受還付未遂事案】 

年度 
平成 

２６ 

 

２７ 

 

２８ 

 

２９ 
 

３０ 

告発件数  
件 

１ 

件 

４ 

件 

２ 

  件 

－ 

 件 

８ 

不正還付額 

（未遂額） 

百万円 

７ 

百万円 

７４ 

百万円 

２７ 

百万円 

－ 

百万円 

１，５２２ 

（注）不正受還付未遂事案の告発件数は、消費税のほ脱犯又は既遂の不正受還付犯との併

合事案を含む。 

 

【事例】 

Ｃ社は、取引事実がないにもかかわらず、高級腕時計を代表者から仕入れたとす

る虚偽の納品書を作成し架空仕入（課税取引）を計上するとともに、香港でのオーク

ション販売を装い架空輸出売上（免税取引）を計上する方法により、多額の消費税還

付金額を記載した内容虚偽の消費税の確定申告を行い、不正に消費税の還付を受け

ようとしました。 

 

（参考）消費税の不正受還付に係る未遂処罰規定は、悪質性の高い消費税の不正受還付事案に厳

正に対処するため、平成 23年に創設されました。 
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 ⑵ 無申告ほ脱事案 

   申告納税制度の根幹を揺るがす無申告によるほ脱犯について積極的に取り組み、平

成 30年度は 18件を告発しました。 

平成 23年に創設された単純無申告ほ脱犯を適用した事案は、平成 26年度に初めて

告発し、本年度は 10件を告発しました。 

年度 
平成 

２６ 

 

２７ 

 

２８ 

 

２９ 
 

３０ 

告発件数 
内２   件 

１１ 

内１   件 

１３ 

内６   件 

１７ 

内８   件 

２１ 

内１０  件 

１８ 

（注）件数欄の内書は、単純無申告ほ脱事案の件数である。 

 

（参考）単純無申告ほ脱犯（故意の申告書不提出によるほ脱犯）の規定は、悪質性の高い無申告に

厳正に対処するため、平成 23年に創設されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

トピック４ 他人名義を使用したＦＸ取引利益の無申告ほ脱事案を告発 

無店舗形態やヒト・モノの移動を伴わないなど匿名性の高いインターネットによ

る取引が普及しているところ、インターネットを介して数十もの他人名義で取引を

行うことにより所得を隠していた無申告ほ脱事案を告発しました。 

 

【事例】 

Ｄは、外国為替証拠金取引（ＦＸ）により多額の利益を得ていたものですが、イン

ターネットを利用した自動売買ソフトを用いて、数十もの他人名義で同取引を行う

ことにより所得を隠し、所得税の確定申告を一切せずに納税を免れていました。 

なお、Ｄは過去においても所得税法違反の罪で有罪判決を受けていました。 

トピック５ 私設ファンクラブ運営利益の単純無申告ほ脱事案を告発 

個人事業により得た所得に係る申告義務を認識していながら、所得税の確定申告

を行わず故意に納税を免れていた単純無申告ほ脱事案を告発しました。 

 

【事例】 

Ｅは、元歌劇団トップスターの私設ファンクラブを運営し、多額の利益を得てい

たものですが、所得税の確定申告を一切せずに納税を免れていました。 
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 ⑶ 国際事案 

   海外取引を利用した悪質・巧妙な事案や海外に不正資金を隠すなどの国際事案に積

極的に取り組み、平成 30年度は 20件を告発しました。 

国際事案では、租税条約等に基づく外国税務当局との情報交換制度を活用しました。 

年度 
平成 

２６ 

 

２７ 

 

２８ 

 

２９ 

 

３０ 

告発件数 
件 

２１ 

件 

２８ 

件 

２１ 

件 

１５ 

件 

２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

トピック６ 外国法人を利用した法人税・源泉所得税事案を告発 

海外取引を利用した不正は、執行管轄権等の制約のため調査は困難を伴いますが、

外国との間で締結した租税条約等に基づく情報交換制度を活用するなどして、海外

取引を利用した不正を解明し、法人税及び源泉所得税事案を告発しました。 

 

【事例】 

Ｆ社は、香港法人の代表者に虚偽のインボイスを発行させ架空仕入を計上する方

法により法人税を免れたほか、同不正により得た資金からＦ社の役員に対する簿外

の役員報酬を国外で支給し、同報酬に係る源泉所得税を一切徴収せずに納付してい

ませんでした。 

トピック７ 中古自動車の輸出販売を装った消費税受還付の長期事案を告発 

中古自動車の販売事業者による輸出販売を装った不正取引の解明に３年余りを要

しましたが、検察当局の協力の下、当該不正取引を解明し、消費税の不正受還付事案

を告発しました。 

 

【事例】 

Ｇ社は、中古自動車の仕入れに係る領収証及び虚偽の輸出許可通知書を作成し、

架空の国内仕入（課税取引）及び架空の輸出売上（免税取引）を計上する方法によ

り、内容虚偽の消費税の確定申告を行い、不正に消費税の還付を受けていたほか、受

けようとしました（一部未遂）。 
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 ⑷ その他の社会的波及効果の高い事案 

   近年、市場が拡大する分野における脱税など、社会的波及効果が高いと見込まれる

事案に対して積極的に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

トピック８ 好況なネット通販事業者の告発 

近年、インターネット等のネットワークを通じた多様な経済取引が可能となって

いるところ、このような取引で得た多額の利益を隠し法人税を免れていた事案に対

し、デジタルフォレンジック技術を活用するなどして不正を解明し告発しました。 

 

【事例】 

Ｈ社は、インターネットや各種メディアを利用して自社商品を販売し、多額の利

益を得ていたものですが、不正加担者と通謀し、同人の主宰会社に対して架空の広

告宣伝費等を計上する方法により法人税を免れ、同会社に送金した資金を現金でバ

ックさせるなどして還流させていました。 

本事案では、デジタルフォレンジックツールを使用して、スマートフォン内のデ

ータを解析し、不正資金の還流の事実を解明しました。 

トピック９ 好況な不動産事業者の告発 

近年、不動産業の売上及び経常利益が上向いている状況ですが、不動産取引によ

る売上を正しく申告しないほか、架空経費を計上し、所得（利益）を過少に申告して

いた事案を告発しました。 

 

【事例】 

Ｉ社は、入場者数が増加している国内有数のテーマパーク近隣の開発予定地に係

る不動産売買取引に関与し、多額の利益を得ていたものですが、仲介手数料収入を

除外するほか、取引に係る虚偽の覚書を作成し架空外注費を計上するなどの方法に

より法人税を免れていました。 

トピック１０ クラブ経営者らによる消費税・源泉所得税事案を告発 

日本有数の歓楽街でクラブ及びキャバクラ等を経営する法人による消費税及び源

泉所得税事案を告発しました。 

 

【事例】 

Ｊは、クラブ及びキャバクラ等を経営する法人を主宰するものですが、経理責任

者Ｋと共謀し、主宰法人の消費税の確定申告を一切せずに納税を免れたほか、店舗

従業員の給与に係る源泉所得税を一切納付していませんでした。 
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３ 不正資金の留保状況及び隠匿場所  
 

  脱税によって得た不正資金の多くは、現金や預貯金として留保されていましたが、そ

の他に、有価証券、居宅、暗号資産（仮想通貨）、金地金、ブランド品の取得費用、親

族や特殊関係人への援助資金、ギャンブル等の遊興費などに充てられていた事例もみら

れました。 

  また、不正資金の一部が、海外の預金口座で留保されていたほか、海外における投資、

コンドミニアムの取得費用、遊興費（カジノ）などに充てられていた事例もありました。 

  脱税によって得た不正資金の隠匿場所は様々でしたが、 

○ 居宅階段下の収納庫に存在した金庫及びバッグ並びに脱衣所内の金庫の中（法

人税法違反） 

○ 居宅応接間の金庫及び居室内の衣装ケースの中（所得税法及び法人税法違反） 

○ 居宅寝室のベッドの下（法人税法違反） 

に現金を隠していた事例などがありました。 

 

４ 査察事件の一審判決の状況  
 

  平成 30 年度中に一審判決が言い渡された件数は 122 件であり、全てに有罪判決が出

され、そのうち実刑判決が７人に出されました。なお、実刑判決のうち最も重いものは、

査察事件単独に係るものが懲役４年６月、他の犯罪と併合されたものが懲役７年でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

トピック１１ 悪質な脱税者に実刑判決 

平成 30 年度においても、特に悪質な脱税者に対しては実刑判決が出されていま

す。 

 

【事例１】 

Ｌ社は、美容関連製品の輸出販売を行うものですが、架空の国内仕入（課税取引）

及び架空の輸出売上（免税取引）を計上する方法により、不正に多額の消費税の還付

を受けていました。 

同社の代表者Ｍは、消費税法及び地方税法違反の罪で、懲役４年６月の実刑判決

を受けました。 

 

【事例２】 

Ｎ社は、繁華街に所在する多数のビルを管理し飲食店等のテナント賃貸を行うも

のですが、賃料収入の一部を除外するなどの方法により所得を隠し、多額の法人税

を免れていました。 

同社の代表者Ｏは、法人税法違反の罪で、懲役４年の実刑判決を受けました。 

 

【事例３】 

Ｐは、Ｑと共謀の上、暴力団に対して上納された資金からの収入を申告から除外

し、多額の所得税を免れていました。 

ＰとＱは、所得税法違反の罪で、それぞれ懲役３年と懲役２年６月の実刑判決を

受けました。 
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５ 参考計表  
 

 ⑴ 着手・処理・告発件数、告発率の状況 
 

年度 
項目 

平成 
２６ 

 
２７ 

 
２８ 

 
２９ 

 
３０ 

着 手 件 数 

件 

194 

件 

189 

件 

178 

件 

174 

件 

166 

処 理 件 数 ( A ) 180 
 

181 
 

193 
 

163 
 

182 

 

告発件数 ( B ) 112 
 

115 
 

132 
 

113 
 

121 

告発率 (B/A) 

％ 

62.2 

％ 

63.5 

％ 

68.4 

％ 

69.3 

％ 

66.5 
  
 

 ⑵ 脱税額の状況 
 

年度 
項目 

平成 
２６ 

 
２７ 

 
２８ 

 
２９ 

 
３０ 

脱 
 
税 
 
額 

総   額 

百万円 

14,975 

百万円 

13,841 

百万円 

16,106 

百万円 

13,509 

百万円 

13,999 

同 上 １ 件 

当 た り 83 76 83 83 77 

告  発  分 12,346 11,204 12,692 10,001 11,176 

同 上 １ 件 

当 た り 110 97 96 89 92 

（注）脱税額には加算税額を含む。 
  
 

 ⑶ 税目別告発事案の推移 

  イ 税目別の告発件数 
 

年度 
区分 

平成 
２６ 

 
２７ 

 
２８ 

 
２９ 

 
３０ 

所 得 税 
件 

18 

件 

25 

件 

27 

件 

19 

件 

14 

法 人 税 69 69 79 61 55 

相 続 税 2 5 2 3 1 

消 費 税 
内 5 

13 
内 6 

12 
内 11 

23 
内 12 

27 
内 16 

41 

源泉所得税 10 4 1 3 10 

合   計 112 115 132 113 121 

（注）消費税の内書は消費税受還付事案（ほ脱犯との併合事案を含む）の告発件数である。 
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  ロ 税目別の脱税額 
 

年度 
区分 

平成 
２６ 

 
２７ 

 
２８ 

 
２９ 

 
３０ 

所 得 税 

百万円 

1,829 

百万円 

3,092 

百万円 

2,282 

百万円 

1,950 

百万円 

1,268 

法 人 税 7,534 5,687 6,503 5,645 4,470 

相 続 税 487 1,090 482 387 241 

消 費 税 1,130 1,049 3,379 1,768 3,894 

源泉所得税 1,366 286 46 251 1,303 

合   計 12,346 11,204 12,692 10,001 11,176 

（注）脱税額には加算税額を含む。 
  
 

 ⑷ 告発の多かった業種 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）同一の納税者が複数の税目で告発されている場合は１者としてカウントしている。 
  
 

 ⑸ 査察事件の一審判決の状況 
 

項目 

年度 

① 

判 決 

件 数 

② 

有 罪 

件 数 

 

有 罪 率 

(②／①) 

 

実刑判決 

人 数 

③ 

１件当たり

犯 則 税 額 

④ 

１人当たり

懲 役 月 数 

⑤ 

１人(社)当

たり罰金額 

平成 
２８ 

件 

内 12 

100 

件 

内 12 

100 

％ 

 

100.0 

人 

内 9 

14 

百万円 

 

59 

月 

 

13.9 

百万円 

 

14 

２９ 

 

内 5 

143 

内 5 

143 100.0 

内 4 

8 62 14.7 15 

３０ 

 

内 5 

122 

内 5 

122 100.0 

内 2 

7 61 14.3 14 

（注）１ 表中の内書は他の犯罪との併合事件を示している。 

２ ③～⑤は他の犯罪との併合事件を除いてカウントしている。 

平成２８ ２９ ３０ 

業    種 者数 業    種 者数 業    種 者数 

建 設 業 30 建 設 業 26 建 設 業 28 

不 動 産 業 10 不 動 産 業 10 不 動 産 業 14 

金 属 製 品 製 造 5 人 材 派 遣 5 人 材 派 遣 5 

商 品 、 株 式 取 引 5 － － ク ラ ブ ・ バ ー 4 

運 送 業 4 － － － － 


